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目

次

規

則

○
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森
県
議
会
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
条
例

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

人

事

課)

…

�

○
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森
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

医
療
薬
務
課)

…

�

○
青
森
空
港
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

則

(

港
湾
空
港
課)

…

�

議

会

○
青
森
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

議

事

課)

…

�

○
青
森
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

総

務

課)

…

�

○
青
森
県
議
会
図
書
室
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(

図

書

室)
…

�

規

則

青
森
県
議
会
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
く
地
域
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
三
号

青
森
県
議
会
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
く
地
域
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
議
会
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
く
地
域
を
定
め
る
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
五
月
青
森
県
規
則
第
五
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
条
例
第
七
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
く
地
域
を
定
め
る
規
則

本
則
中

｢

青
森
県
議
会
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
条
例｣

を

｢

青
森
県
議

会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
条
例｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
四
号

青
森
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則

(

昭
和
四
十
二
年
八
月
青
森
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中

｢

第
一
条
第
二
項｣

を

｢

第
一
条
の
三
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢
第
三
条
第
二
項｣

を

｢

第
三
条
第
三
項｣

に
、

｢

准
看
護
師
籍
訂
正
及
び
免
許
証
書
換
え
交
付
申

請
書｣
を

｢
准
看
護
師
籍
訂
正
及
び
免
許
証
書
換
交
付
申
請
書｣

に
改
め
る
。

第
三
条
中

｢
第
十
二
条
第
二
項｣

を

｢

第
十
二
条
第
五
項｣

に
改
め
る
。

第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証)

第
四
条

法
第
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証

(

准
看
護
師
に
係
る
も
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の
に
限
る
。)

は
、
第
八
号
様
式
に
よ
る
。

第
一
号
様
式
中

｢第
１
条
第
２
項
｣

を

｢第
１
条
の
３
第
２
項
｣

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中

｢准
看
護
師
籍
訂
正
及
び
免
許
証
書
換
え
交
付
申
請
書
｣

を

｢准
看
護
師
籍
訂
正

及
び
免
許
証
書
換
交
付
申
請
書
｣

に
、

｢第
３
条
第
２
項
｣

を

｢第
３
条
第
３
項
｣

に
、

｢の
書
換

え
交
付
｣

を
｢の
書
換
交
付
｣

に
改
め
、
第
七
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

准
看
護
師
再
教
育
研
修
修
了
登
録
証

本
籍
地

氏

名

年

月

日
生

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法

(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号)

に
よ
り
准

看
護
師
再
教
育
研
修
を
修
了
し
た
旨
を
登
録
す
る

よ
つ
て
こ
の
証
を
交
付
す
る

年

月

日
青
森
県
知
事

�

注

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
横
長
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
空
港
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
五
号

青
森
空
港
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

青
森
空
港
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
二
十
年
十
月
青
森
県
条
例
第
六
十
三
号)

の
施

行
期
日
は
、
平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
と
す
る
。

議

会

青
森
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

青
森
県
議
会
議
長

神

山

久

志

青
森
県
議
会
告
示
第
一
号

青
森
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
議
会
会
議
規
則

(

昭
和
三
十
一
年
十
一
月
青
森
県
議
会
告
示
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

会
期
は
、
会
期
の
初
め
に
議
会
の
議
決
で
定
め
る
。

第
百
二
十
三
条
を
第
百
二
十
四
条
と
し
、
第
十
六
章
を
第
十
七
章
と
す
る
。

第
百
二
十
二
条
第
一
項
中

｢

第
百
条
第
十
二
項｣

を

｢

第
百
条
第
十
三
項｣

に
改
め
、
第
十
五
章

中
同
条
を
第
百
二
十
三
条
と
し
、
同
章
を
第
十
六
章
と
す
る
。

第
十
四
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
十
五
章

協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場

(

協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場)

第
百
二
十
二
条

法
第
百
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
議
案
の
審
査
又
は
議
会
の
運
営
に
関
し
協
議
又

は
調
整
を
行
う
た
め
の
場

(

以
下

｢

協
議
等
の
場｣

と
い
う
。)

を
別
表
の
と
お
り
設
け
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
等
の
場
を
臨
時
的
に
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
議
会

の
議
決
で
こ
れ
を
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
、
議
長
が
設
け
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
協
議
等
の
場
を
設
け
る
に
当
た
っ
て
は
、
名
称
、
目
的
、
構
成
員
及
び

招
集
権
者
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

協
議
等
の
場
の
運
営
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表

(

第
百
二
十
二
条
関
係)
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
議
長
の
諮
問
を
受
け
て
政
務
調
査
費
の
透
明
性

の
確
保
等
に
関
す
る
事
項
及
び
議
会
の
効
率
的
・
効
果
的
運
営
に
係
る
改
革
に
関
す
る
事
項
を
検

討
す
る
た
め
の
場
は
、
改
正
後
の
青
森
県
議
会
会
議
規
則
第
百
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

設
け
ら
れ
た
同
条
第
一
項
の
協
議
等
の
場
と
み
な
す
。

青
森
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

青
森
県
議
会
議
長

神

山

久

志

青
森
県
議
会
告
示
第
二
号

青
森
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
議
会
傍
聴
規
則

(

昭
和
三
十
五
年
十
二
月
青
森
県
議
会
告
示
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中

｢

、
年
齢｣

を
削
る
。

第
一
号
様
式
の

(

表
面)

中

｢

年
齢｣

を
削
り
、
同
様
式
の

(

裏
面)

中

｢

、
氏
名
及
び
年
齢｣

を

｢

及
び
氏
名｣

に
改
め
、

｢

、
年
齢｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
議
会
告
示
第
三
号

青
森
県
議
会
図
書
室
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

青
森
県
議
会
議
長

神

山

久

志

青
森
県
議
会
図
書
室
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
議
会
図
書
室
規
程

(

平
成
四
年
七
月
青
森
県
議
会
告
示
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

第
百
条
第
十
七
項｣

を

｢

第
百
条
第
十
八
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青 森 県 報�����	�
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名

称

目

的

構

成

員

招
集
権
者

各
会
派
代
表
者
会

議

議
会
の
運
営
の
基
本
的
事
項

に
関
す
る
協
議
及
び
調
整

議
長
、
副
議
長
、
各
会
派

の
代
表
者
及
び
無
所
属
議

員

議
長

議
員
全
員
協
議
会

県
政
の
重
要
な
課
題
に
関
す

る
協
議
及
び
調
整

議
員

議
長

図
書
室
運
営
委
員

会

議
員
の
調
査
研
究
に
必
要
と

認
め
ら
れ
る
図
書
及
び
資
料

の
収
集
に
関
す
る
協
議
及
び

調
整

議
長
が
委
嘱
し
た
議
員

委
員
長

各
委
員
長
合
同
会

議

議
会
の
予
算
に
係
る
執
行
計

画
等
に
関
す
る
協
議
及
び
調

整

議
長
、
副
議
長
並
び
に
常

任
委
員
会
、
議
会
運
営
委

員
会
、
特
別
委
員
会
及
び

図
書
室
運
営
委
員
会
の
委

員
長

議
長

各
会
派
世
話
人
協

議
会

一
般
選
挙
後
最
初
の
会
議
に

お
い
て
議
会
運
営
委
員
会
が

組
織
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お

け
る
議
会
の
運
営
に
関
す
る

協
議
及
び
調
整

各
会
派
か
ら
選
出
さ
れ
た

議
員

議
会
事
務

局
長

� �
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭
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週
月
・
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・
金
曜
日
発
行


